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１．はじめに

10 年以上前にあった特許庁の実務者向け講習会で，

特許庁の担当者に特許協力条約（Patent Cooperation

Treaty）に基づく国際出願(以降「PCT出願」と略記

することもある。)の説明を受けたとき，スイス連邦

（以降「スイス」と略記する。）の PCT出願件数が上位

10 箇国以内に入っていることを示された。その後調

べると，安定して上位 10 箇国以内に入っているのが

分かり，驚いた。というのは，そのとき丁度元警察庁

長官の國松孝次さんがスイス大使を務められそのとき

の思い出を書き綴られた「スイス探訪」(1)を読んでお

り，スイスは当時人口が 720 万人程度の小国であるこ

とを知っていたからである。「なぜ，こんな小さな国

がこんなに多くの PCT 出願をできるのか？」と不思

議に思うと共に，感動した。

本論文においては，「スイス人の特許協力条約に基

づく国際出願活動の実際と実績」について，世界知的

所有権機関（World Intellectual Property Organiza-

tion, 以降 WIPO と略記する）が公開しているWIPO

Statistics Database を ソ ー ス と す る WIPO IP

Statistics Data Center（https://www3.wipo.int/ipstat

s/?lang=en）の特に Patent タグ及び PCTタグに記載

されているデータを利用して，スイスに関するデータ

を抜き出し，その特徴を浮かび上がらせようとした。

本論文においてのデータは，特に断らない限り

WIPO IP Statistics Data Centerのデータに拠っている。
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野上 裕

スイス人の特許協力条約に基づく
国際出願活動の実際と実績

スイスは人口 800 万人余りの小国であるが 2000 年以降その PCT 出願件数においてトップ 10 内を維

持している。スイスOrigin の PCT出願の受理官庁は他の締約国のOrigin に比較して分散している。スイス

Origin は，取扱い技術，計測，有機精密化学，他の消費者製品，食品化学及び基礎材料化学の技術分野で多く

の発明を国際公開している。スイスOrigin の PCT 出願では，少なくとも1人の外国人発明者が含まれる割

合，全発明者の内に外国人発明者が含まれる割合は世界トップ1である。しかし，外国出願人との共有割合は

10％以下である。100 万人当りの PCT 出願件数は都市国家を除いた国の中では世界トップ 1，また

GDP1000億US＄当りのPCT出願件数でも世界トップクラスである。スイスOrigin の特許出願活動を示

強量で評価すると世界トップクラスであることが分った。産業が安定して成長している国においては，PCT

出願件数はGDPに比例して増大すると推定でき，スイスはそのような状況にある。

要 約



ここで，WIPO Statistics Database で使用されてい

るÆOriginÇという概念について説明しておく。

WIPO Statistics Database におけるÆthe Country of

OriginÇ(2)とは，その出願の筆頭出願人の属する国又は

国籍をいう。例えば，スイスOrigin の PCT出願とい

えば，スイスの居住者又は国籍を有する者が筆頭出願

人である PCT出願をいう。

WIPO Statistics Database では，前年のデータは見

積り値を使用している(3)。本稿では，全体を通じて確

定値を使用したいので，原則使用するデータは前々年

までとした。本論文は 2017 年に執筆したので，2015

年までのデータを使用している。図 1は，2015 年の筆

頭出願人の属する国を出願国とした場合の PCT 出願

件数トップ 10 箇国の出願件数を示している。2015 年

においては，スイスの PCT 出願件数は全締約国中 9

位であった。

図 2 は，スイス・日本・米国の 2000 年以降の PCT

出願件数の推移を示している。上段の数値はスイス

Origin の PCT 出願件数の全締約国中での順位であ

る。一貫して 10 位以内を維持しているのが分る。図

2 には，比較のため我国及び世界 1 位の PCT 出願国

である米国の PCT 出願件数が示してある。スイス

Origin に関してはその変化が詳細に分るように PCT

出願件数を 10倍したものを併記した。これで見ると，

2000 年以降の我国の出願件数の伸びは大きくこの間

に 4.6 倍に伸びた。スイス Origin による PCT 出願件

数は 2.1倍に，米国 Origin によるものは 1.5倍に伸び

た。

スイスは人口 800 万人余りの小国である(13)が，2000

年以降一貫して PCT 出願件数について全締約国中で

10 位以内を維持している。

３．スイスOrigin の PCT出願の受理官庁

図 3は，2015 年のスイスOrigin の PCT出願の受理

官庁トップ 5である。

特許協力条約においては，出願人資格及び出願を行

う受理官庁について以下のように規定している。

特許協力条約においては，締約国の居住者及び国民

は，国際出願をすることができる。締約国に現実かつ

真正の工業上又は商業上の営業所を有することは，当

該締約国において住所を有するもとみなす（第 9 条

（1），規則 18．（b））。PCT出願は，所定の受理官庁に

するものとする（第 10 条）。所定の受理官庁とは以下

のものをいい，管轄受理官庁と呼ぶ（規則 19）。

①出願人がその居住者又は国民である締約国の国内官

庁又はその締約国の為に行動する国内官庁(規則 19．

1（ⅰ &ⅱ）)

②国際事務局（出願人がその居住者又は国民である締

約国のいかんを問わない）（規則 19（ⅲ））。

ここで，特許協力条約において「国内官庁」とは「二
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図４　各受理官庁のスイスOriginのPCT出願の受理件数の推移

以上の国から広域特許を与える任務を委任されている

政府間当局」をもいう（第 2 条（12））。従って，スイ

ス Origin に対して欧州特許という広域特許を与える

任務を委任されている欧州特許庁は，スイス Origin

にとっては管轄受理官庁である。スイス Origin に

とっては，先の出願について欧州特許出願をしてお

き，その後に技術動向・自社の事業計画等において，

世界で特許権を取得する必要が生じたときにはメリッ

トがある。先の出願においても既に欧州という大きな

マーケットが射程に入っているからである。

2位の受理件数を受けているのは，国際事務局であ

る。事務局はスイスのジュネーブにある。なぜ，スイ

スの国内官庁であるスイス連邦知的財産権機関(以降

「スイス特許庁」と略記する)より受理件数が多いかを

検討するに，次々段落で説明するスイス特許庁が受理

する PCT 出願件数が減少している理由と同一の理由

に加え，スイス特許庁は電子出願を認めていなかっ

た(4)ためではないかと推定する。それに付随する出願

料手数料の減額もなかった。しかし，スイス特許庁は

2017 年 6 月 20 日より電子出願を認めた。手数料も

200CHF から 300CHF 減額されるとのことである。

今後の動向が注目される(5),(6)。

米国特許庁及び中国特許庁が有意の受理件数を獲得

している理由は，米国においては米国特許法には 184

条において，「何人も，特許局長から取得した許可に

よって承認されている場合を除き，合衆国において行

われた発明に関し，合衆国における出願から 6 月が経

過するまでは外国に，特許のための又は実用新案，意

匠若しくはひな形の登録のため出願をし，又は出願さ

れるようにし若しくは出願されるのを許可してはなら

ない。―――――。」旨の規定があり，米国でした発明

に関しては，特許局長から許可を得てない限り，PCT

出願は米国特許庁にする必要があるからである。この

ような規定は中国にもある（専利法第 20 条）。中国で

発明を完成させた場合，その発明を PCT 出願すると

きには中国特許庁を受理官庁として出願する必要があ

る。米国特許庁及び中国特許庁でスイス Origin の

PCT 出願の受理件数が多いのは，スイス Origin がこ

れらの国に研究所，開発拠点等を設け，盛んに研究・

開発を行っているためと推察される。

スイスOrigin の PCT出願の受理官庁は他の締約国

のOrigin に比較して分散している。上述のメリット，

コスト及び制約等を考慮して，主に 5つの受理官庁か

ら機動的に選択して出願されていると考えられる。

図 4は，スイス Origin による 2015 年の PCT 出願

の受理官庁トップ 5 の受理件数の推移を表している。

欧州特許庁の伸びが大きいことが分る。一方，スイス

Origin によるスイス特許庁を受理官庁とする PCT 出

願は少なく，かつ減少している。理由としては，2011

年末まで施行されていた旧スイス特許法第 59 条第 4

項において「連邦庁は ,発明が新規なものであるか否

か又はそれが技術水準に照らし自明なものであるか否

かを審査しない。」と規定されており，国内特許出願と

してスイス特許庁に出願されたものは実体審査がされ

なかった。更に，スイスの国内特許出願に対しては権

利付与までに 3 年から 5 年以上の期間を要している。
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付与される特許権の信頼性が低く，付与されるまで時

間を要することは出願人にとっては魅力的なことでは

ない。スイス特許庁が受理するスイス Origin による

PCT 出願が少ないのは，PCT 出願をする場合に多く

のときに主張する優先権の基礎とするスイス Origin

による国内特許出願が上記理由により少なく，且つ減

少しているためと推察される。しかしながら，現行の

特許法においても実体審査がされないのは依然として

変わらないが，任意ではあるがスイス特許庁に対して

「技術水準に関する報告書」の提供を依頼することが

できるようになった（現行スイス特許法第 59 条第 5

項 a）。今後の動向が注目される。

図 5は，2015 年の他のOrigin の PCT出願の受理官

庁を示す。

第 5 図（a）及び（b）は，日本 Origin 及び米国

Origin の受理官庁についてである。日本及び米国に

おいては，全 PCT出願のうち 95％以上を自国特許庁

が受理している。日本の場合は，以下 1.3％の国際事

務局，0.6％の米国特許庁そして 0.5％の中国特許庁と

続く。米国の場合は，以下 1.6％の中国特許庁，1.5％

の国際事務局そして 1.0％の欧州特許庁と続く。（c）

及び（d）は，ドイツ Origin 及びフランスOrigin の受

理官庁を示す。ドイツ Origin 及びフランス Origin は

広域特許庁であり PCT 出願の受理官庁でもある欧州

特許庁に出願可能である。また，欧州特許庁は PCT

出願のドイツ及びフランスの国際調査機関及び国際予

備審査機関でもある。従って，ドイツ Origin 及びフ

ランスOrigin は国際段階で，欧州特許庁で行う 19 条

補正（PCT19 条）及び 34条補正（PCT34条）により

出願を整備すれば，国内移行において同一の最終審査

官庁である欧州特許庁で許可される蓋然性が高いと考

えるのは当然の心理であると考えられる。欧州特許庁

での受理件数の多いのは上記の理由のためと考える。

一方，コスト面を考えると欧州特許庁，ドイツ特許庁

及びフランス特許庁での関連する手数料は表 1 の通り

である(7),(8)。

欧州特許庁よりドイツ特許庁及びフランス特許庁の

いずれにおいても手数料は割安であるが，フランス特

許庁における手数料は欧州特許庁の半額以下である。

これがフランス Origin においてはフランス特許庁の

受理件数が多い理由と考えられる。

４．スイスOrigin の PCT出願の技術分野

PCT 出願の技術分野のカウントは，明細書の書誌

的事項の欄に記載された国際特許分類(International

Patent Classification, 以 降 IPC と 略 記 す る) を

ÆFractional counting methodÇによりカウントするこ

とによりなされる。その方法は，ある案件に付与され

ている IPC の数に応じて当該案件の技術分野を等分

してカウントする。例えば，その案件に 4つの IPCが

付与されている場合，各 IPC毎に 0.25 件としてカウ

ントする(9)。国際公開は，優先日から 18箇月経過後

に行われる。優先期間は出願から 1 年であり，PCT

出願が最初の出願である場合は該出願日から 18箇月

後に国際公開され，優先期間ギリギリに PCT 出願さ

れた場合は，該国際出願日から 6箇月後に国際公開さ

れる。従って，技術分野の統計は最低 6箇月国際出願

日から遅れたものになる。

本稿では 2015 年に行われた PCT 出願について論

述しているので，2016年に国際公開された発明の技術

分野を調べることとする。

WIPOは技術分野を電気工学，器具，化学，機械工

学，その他の 5の大分類に分類し，更に総数 35 の中分

類に分類している(10)。
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図 6は，2016年に国際公開されたスイス Origin の

よる PCT出願の技術分野のトップ 10 中技術分類（以

降この章ではこの中技術分類のことを単に「技術分

野」と記す。）を示す。取扱い技術に関するものがトッ

プ 1を占めている。ここで，横軸に技術分野の 1つと

して「電気機械」とあるのは，もともとはÆElectrical

machinery, apparatus, energyÇと記されていたもの

であり，本来は「電気機械，装置，エネルギー」と記

されるべきものである。

図 7 は，2016年に国際公開されたスイス Origin に

よる PCT 出願のトップ 5技術分野の推移を表してい

る。2007 年に 490 件という極値を示した医薬品の国

際公開件数が減少し，2016年には取扱い技術，電気機

械，医薬品，医療技術に関する PCT出願がともに 300

件前後となっていることが分る。取扱い技術(「ロボッ

ト」を含む技術分野)(11),(12)，電気機械・装置・エネル

ギー，及び計測(｢時計｣を含む技術分野)の技術分野に

関する件数は順調に伸びている。

その国の技術分野の相対的に強いところ，弱いとこ

ろはレーダーグラフを描くと良く分る。

図 8（a）は，スイスOrigin のトップ 10 の技術分野

をレーダー軸に取り，スイス，日本，米国及び全世界

Origin について描いたものである。12 時の位置にス

イスOrigin の PCT出願でトップ 1である取扱い技術

を描き，それから右向きに 2 位，3 位の技術分野を描

いた。但し，スイス Origin に関してはグラフ上では

10倍したものを描き，一方全世界 Origin に関しては

1／ 3倍したものを描いている。スイスは取扱い技術

がトップ 1の技術分野であるが，2016年の国際公開件

数は 338 件である。一方，日本，米国及び全世界各

Origin の国際公開件数は，それぞれ 933 件，1132 件，

5044件である。件数自体を比較すると少ないが，人口

が 832 万人（2015 年）(13)であることを考慮すると相対

的に非常に多くの発明を国際公開していると判断でき

る。医薬品は他の Origin ではレーダーグラフ上では

国際公開件数が落ち込んでいるがスイス Origin では

トップ 3であり多くの発明を国際公開していると判断

できる。その他，計測，有機精密化学，他の消費者製

品，生物工学及び食品化学においても，これらの技術

分野は他の Origin では国際公開が低調な技術分野で

あり，スイス Origin は相対的に多くの発明を国際公

開していると考えられる。電気機械，医療技術及びコ

ンピュータ技術の技術分野の発明もスイス Origin の

国際公開件数のトップ 10 内の技術分野であるが，他

のOrigin においても国際公開件数が多い分野である。

図 8（b）は，全世界Origin のトップ 10 の技術分野

をレーダー軸に取り，図 8（a）と同様に描いたもので

ある。このグラフからは，スイスOrigin は計測，医薬

品の国際公開件数が多いことが分る。日本 Origin に

ついても調べたが，全世界Origin のトップ 10 の技術

分野の内 9個の技術分野が共通していたので記載は省

略する。

図 8（c）は，米国Origin のトップ 10 の技術分野を

レーダー軸に取り，図 8（a）と同様に描いたものであ

る。スイスOrigin は，医療技術，医薬品，計測及び基

礎材料化学の技術分野で多くの発明を国際公開してい

る。一方，コンピュータ，デジタル通信，土木工学及

び経営管理 IT手法の技術分野はそれらの技術分野に

比較し低調である。

以上より，スイスOrigin は，取扱い技術，計測，有

機精密化学，他の消費者製品，食品化学及び基礎材料

化学の技術分野で多くの発明を国際公開している。一

方，コンピュータ，デジタル通信，土木工学及び経営

管理 IT手法の技術分野の発明の国際公開は上記の技
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術分野と比べると相対的に少ないと考えられる。

５．PCT出願への変更率

多くの PCT 出願は先の居住者出願(広域出願を含

む)(14),(15)を優先権の基礎として再出願されていると考

えられる。

WIPO は下記の式で居住者出願の PCT 出願への変

更率を PCT 出願した年の国際出願件数トップ 30 の

締約国について算出している。

PCT出願への変更率＝ 本年のそのOriginのPCT出願件数
前年のそのOriginの居住者出願件数

式（1）

前年の出願件数に対して計算しているのは，優先期

間として 12 箇月が認められているからである。ここ

で居住者出願とは，「居住者による自国特許庁及び広

域特許庁（スイス人の場合には欧州特許庁）への直接

出願」のことをいう。その結果が図 9である。

ここで変更率は本来 1 以下である筈であるが，トッ

プ 5のカナダまでは 1以上の値になっている。理由と

しては，先の出願を外国で行ったために居住者出願と

してカウントされていない場合や，PCT 出願が最初

の出願である場合等が考えられる。

図 10 は居住者出願から PCT 出願への変更率の推

移をスイス，日本及び米国の各 Origin について描い

たものである。スイス，米国，日本の各 Origin の順と

なる。スイスOrigin は 0.7超，米国Origin が 0.2超そ

して日本Origin は 0.15 前後である。スイスOrigin は

米国及び日本の Origin の 3倍程度の案件を居住者出

願から PCT 出願に変更していることが分る。順位と

しては全締約国の中で 10 位以内である。スイス

Origin 案件の変更率が 2011 年から 2013 年にかけて

かなり落ち込んでいるが，図 2 から分るが PCT 出願
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件数自体には落ち込みはない。理由は分らない(16)。

６．1PCT出願当りの平均国内移行件数

図 11 は 2015 年の 1PCT 出願当りの平均国内移行

件数トップ 10 を示す。WIPO はその年の PCT 出願

の国内移行件数を前 2 年の PCT 出願件数で割って，

1PCT 出願当りの平均国内移行件数を算出してい

る(17)。前年の 2年の PCT出願件数で割るのは，30 箇

月の国内移行期間（PCT第 22 条）を考慮しているた

めと考えられる。

PCT 出願制度は，出願人及び各国特許庁の重複労

力の低減を意図して制定された制度である。従って，

国際段階で国際調査及び必要に応じて国際予備審査等

を利用して国際段階で出願を整備して，最終の各国特

許庁での審査で許可が得られる蓋然性を高め，そして

必要且つ十分な締約国に移行することは PCT 出願制

度の趣旨に則っている。

図 12 は，1PCT 出願当りの平均国内移行件数のス

イス，日本及び米国の Origin案件の推移を示す。ス

イス Origin案件はこの 8年間の 1PCT 出願当りの平

均国内移行件数の平均値は 4.8であり，2013 年にタイ

が 10.4を記録して 1回トップの座を譲ったが，その年

を除いてトップ 1の座を維持している。日本及び米国

のOrigin案件の平均値はそれぞれ 2.9 及び 3で，均衡

している。

スイス Origin は世界各国で事業を展開しておりそ

の製品は技術的にも品質的にも高いが，高価である。

そのため，スイス Origin は特許権による保護が必要

と考えているため，多くの居住者出願を PCT 出願に

変更し且つ多く国に国内移行しているものと考えられ

る。

７．発明活動の国際性

スイスは 2015 年の人口は 832 万人で，そのうちそ

の約 1/4の 24・6％が外国人である(18)。外国人発明者

に関する記載は，2008年から 2013 年の PCT Yearly

Review には記載されていたが，現在は中断されてい

る。しかし，スイスに関しては特に特徴的な事項ある

と思われるので以下で検討する。

図 13 は，2012 年における PCT 出願の出願件数

トップ 20 箇国において，少なくとも 1 人の外国人発

明者が含まれる PCT 出願割合のトップ 10 である。

スイスOrigin の案件は，その 82．2％の出願に外国人

発明者が含まれる。世界トップ 1である。

図 14は少なくとも 1 人の外国人発明者が含まれる

PCT 出願の割合の推移である。2009 年はデータがな

いので補間してあるが，スイスは一貫してトップ 1で

ある。アメリカは 40％，全世界では約 25％超の出願

に外国人が関与している。日本は極めて少なく 2011

年，2012 年と続いて最下位の 20 位であり 4％強でし

かない。
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図 15 及び図 16のデータは 2011 と 2012 年の 2年間

のデータしか公表されていないが，各締約国において

PCT 出願に係わった外国人発明者と国内発明者の割

合に係わるデータである。図 16 は PCT 出願件数

トップ 20 箇国における外国人発明者と国内発明者の

割合で外国人の発明者の割合が多いトップ 10 箇国を

表している。スイスがトップ 1で 74.5％を外国人発明

者に拠っている。日本は 3.6％で，この年の PCT出願

件数トップ 20 箇国中では最下位である。

図 16は外国人発明者と国内発明者の割合の推移を

示す，スイスは両年ともトップ 1である。このグラフ

を見ると日本が極端に外国人発明者を利用していない

ことが分る。

次の図 17 及び図 18は，外国出願者と共有になって

いる PCT出願の割合及びその推移を示す。

図 17 に示すように，2015 年に国際公開された案件

の中で外国人出願人と共有になっている案件の割合

は，スイスは 8.6％でトップ 4位である。米国は 2.4％

でトップ 12 位，そして日本は 0.9％である。極端に少

ない。

図 18は外国出願人との共有案件の割合の推移を示

す。3 箇国及び全世界の Origin を通じていえるが，

2013 年に共有割合が減少している。その後スイス

Origin に関しては増加傾向にある。

これらのデータからいえることは，スイス Origin

はその発明の約 3／ 4は外国人発明者に拠っているの

に，外国人出願人との共有割合は 2015 年においては，

8．6％と 10％以下である。共有割合を低く抑えてい

ることが分る，

共有案件は，譲渡，質権の設定及び他人に実施権を

設定すること等において，他の共有者の同意を得るこ

とが必要等，取扱いに制限を受ける。そこで，スイス

の PCT 出願人は少なくとも移行先の締約国の国内で

課される恐れのあるそのような煩雑な処分の負担（日

本特許法第 73 条，米国特許法第 262 条(19)）を強いら

れないように共有者を国内に限定していると考えられ

る。
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また，スイスには日本に於けるような職務発明規定

はない。雇用契約において発明を雇用者に属させるこ

とは適法である。しかし，発明に対して契約によって

報酬を与えることは全くもって可能であり，出願人は

発明に対して何らかの褒賞を与えて，発明者の発明に

対する高いインセンティブを維持しているものと考え

られる(20),(20)。

８．居住者 100 万人当りのPCT出願件数

WIPO は WIPO IP Statistics Center に於いて，締

約国の人口 100 万人当りの居住者出願件数を公表して

いる。尚，この公表における「締約国の人口 100 万人

当りの居住者出願件数」は，各 Origin による自国特許

庁及び広域特許庁（スイス Origin の場合は欧州特許

庁）への直接出願と，各 Origin の PCT出願で自国特

許庁及び広域特許庁（スイス人の場合は欧州特許庁）

へ移行してきたものとの総数を人口 100 万人あたりに

換算したものである(22)。また，WIPOは居住者出願の

PCT 出願への変更率を公表している。PCT 出願への

変更率は 5章の式（1）で与えられる。分母の前年のそ

の Origin の居住者出願数には自国及び広域特許庁へ

直接出願したものは含むが，国内移行してきたものは

含まない。従って，上記 2 つの数値よりその Origin

の人口 100 万人当りの PCT 出願件数を求めるために

は，WIPO公表の前年の人口 100 万人当りの居住者出

願件数に，（前年の自国特許庁及び広域特許庁への直

接出願件数）／（前年の自国特許庁及び広域特許庁へ

の直接出願件数+前年に自国特許庁及び広域特許庁へ

国内移行して来た PCT 出願件数）を掛け前年の人口

100 万人当りの居住者による直接出願件数を求め，そ

れに変更率を掛ける必要がある。そのような計算処理

することにより，当該年のそのOrigin の PCT出願件

数が得られる。

図 19 は上記のようにして求めたれた 2015 年の人口

100 万人当りの PCT出願件数トップ 10 を示す。

図 19 から分ることは，リヒテンシュタイン，モナコ

及びルクセンブルグのようないわゆる都市国家がトッ

プ 3に並んでいることである。このような都市国家は

資本及び人材が集中しているために効率よく研究・開

発が可能なためと考えられる。スイスはそのような都

市国家に続いている。 2016 PCT Yearly Review で

は，PCT出願件数がトップ 30 以内の締約国に対して

PCT 出願への変更率を公表しているが，これらの締

約国の中では，スイスがトップ 1である。尚，リヒテ

ンシュタイン，モナコ及びルクセンブルグに関して

は，変更率が公表されていないため 2015 年の PCT出

願件数を直接人口で割って 100 万人当りの PCT 出願

件数を算出した。上記得られたスイス Origin の 100

万人当りの PCT出願件数に人口を掛けると，2015 年

のスイスOrigin の PCT出願件数と良い一致が得られ

た。

９．国内総生産 1000 億米国ドル当りのスイス

Origin による PCT出願件数

WIPO は WIPO IP Statistics Data Center に於い

て，国内総生産 1000 億米国ドル（100 billion USD

GDP (2011PPP);2011 年を基準とした購買力平価 1000

億US$ GDP）当りの居住者出願件数を公表している。

ここでの居住者出願件数には，人口 100 万人当りの居

住者出願数と同様に自国特許庁及び広域特許庁への直

接出願並びに居住者の PCT 出願で自国特許庁及び広

域特許庁に国内移行して来たものを含む。人口 100 万

人に当りの PCT 出願の場合と同様の計算処理によ

り，国内総生産（以下 GDP と略記することもある。）

1000億米国ドル（2011 年購買力平価）当りの PCT出

願件数を見積もることができる。そのようにして求め

た 2015 年の国内総生産 1000億米国ドル（2011 年を基

準とする購買力平価）当りの PCT 出願件数のトップ
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12 を図 20 に示す。

GDP1000 億米国ドル当りの PCT 出願件数の世界

トップ 1 は 930 件の日本 Origin である。スイス

Origin が 927 件で続く。

上記得られたスイスOrigin の PCT出願件数に当該

年のスイスの GDP を考慮してスイス Origin の総

PCT 出願件数を求めると良い一致が得られた。日本

についても同様の確認をしたが，同様に良い一致が得

られた。

8 章及び 9章の検討により，人口 100 万人当りとか，

GDP1000億米国ドル当りの PCT出願件数等の示強量

（intensive quantity）で評価すると，スイスOrigin は

世界トップクラスの件数の PCT 出願を行っているこ

とが示された。

10．PCT出願件数 vs. GDP

最近 PCT 出願件数と GDP は正比例するのではな

いかという話を聞く(23)。そこで，スイス，日本，米国

及び中国について両者の関係を調べてみた。

図 21 は，WIPO IP Statistics Data Center 内の

PCT 出願件数推移を表すデータよりそれぞれの国の

2002 年から 2015 年までの PCT 出願件数を拾い，同

ウェブサイト内の Country Profiles(24)より該当期間の

それぞれの国の GDPを拾って作成した。

スイス Origin の PCT 出願件数はスイスの GDP と

正比例して堅調に増大しているのが分る。

日本 Origin の PCT 出願件数推移は GDP が低い当

初（2002 年から 2005 年）までは GDPの増大と共にほ

ぼ正比例して増大しているが，その後は正比例関係と

は異なった振る舞いを示す。2012 年以降 2015 年まで

は飽和傾向を示す。その間，我国では 2000 年以降多

くの場合優先権の基礎となる日本 Origin による日本

特許庁への直接出願件数はむしろ減少傾向にある。以

上の事実を勘案すると，PCT 出願件数がそれ以前に

比較し増大している理由は，製造業において円高とグ

ローバル化で生産拠点が海外に移動するという産業構

造が変化したため，その地で特許権を取得する必要が

生じたためと考えられる。

アメリカにおいては GDP の増大と共に正比例して

堅調に PCT 出願件数は増大している。世界を先導す

る AI，IoT等の新技術を提案し続けているためと考

えられる。

中国の GDPと PCT出願件数は，累乗近似すると良
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くフィットする。急激に増大していることを示してい

る。中国は特許協力条約の効力発生日が 1994年 1月

1 日と比較的遅い(25)。安定に推移する前の移行期にあ

る(26)とも考えられ，その為このような振る舞いを示し

ている可能性がある。2011 年以降ほぼ一貫して（2013

年を除く）中国の会社が最多数 PCT 出願人の地位を

維持しており PCT 出願をするポテンシャルは非常に

高い。PCT 出願制度の認知・理解が深まると共に出

願件数が更に増大することが予想される。

以上より，産業が安定して成長している国において

は，PCT出願件数は GDP に比例して増大すると推定

できる。

11．おわりに

1）スイスは人口 800 万人余りの小国であるが，2000

年以降一貫して PCT 出願件数において全締約国中で

10 位以内を維持している。

2）スイス Origin の PCT 出願の受理官庁は他の締約

国の Origin に比較して分散している。メリット，コ

スト及び制約等を考慮して，主に 5つの受理官庁から

機動的に選択して出願されていると考えられる。それ

は世界各国で研究・開発を行っている証左でもあろ

う。

3）スイスOrigin は，取扱い技術，計測，有機精密化

学，他の消費者製品，食品化学及び基礎材料化学の技

術分野で多くの発明を国際公開している。一方，コン

ピュータ，デジタル通信，土木工学及び経営管理 IT

手法の技術分野の発明の国際公開件数は上記の技術分

野と比べると相対的に少ないと考えられる。

4）居住者出願から PCT 出願への変更率は高い。

1PCT出願当りの平均国内移行件数は世界トップ 1で

ある。スイス Origin は世界各国で事業を展開してお

りその製品は技術的にも品質的にも高いが，高価であ

る。そのため，スイス Origin は特許権による保護が

必要と考えているためと考えられる。

5）PCT出願において，少なくとも 1人の外国人発明

者が含まれる割合，全発明者のうちに外国人発明者が

含まれる割合は，スイスOrigin の案件が世界トップ 1

である。一方，外国人との共有案件の割合は 10％以下

と低い。

6）人口 100 万人当りの PCT出願件数及び国内総生産

1000億ドル当りのスイス Origin による PCT 出願件

数は世界トップクラスである。示強量で評価するとス

イスOrigin の PCT出願における実績は世界トップク

ラスである。

7）スイスOrigin の PCT出願件数はその GDPと正比

例して堅調に増大している。産業が安定して成長して

いる国においては，PCT出願件数は GDP に比例して

増大すると推定できる。

スイスは世界経済フォーラム(通称ダボス会議)の世

界競争力ランキングでは 2011 年以来 9 年連続で 1 位

にランクされている(27)。WIPO・米国コーネル大学及

び INSEAD が共同で作成している世界革新指標

（Global Innovation Index）においても 2011 年以降 7

年連続して 1位にランクされている(28)。また，1人当

りの名目 GDP（IMF 統計）においてもルクセンブル

グに次いで 2 位(2016年)である(29)。本論文でスイス

の PCT 出願件数は示強量で評価した場合世界トップ

クラスであることが示したが，PCT 出願件数で象徴

的に表されると考えられる研究開発力の密度の濃さ

が，上記 3指標で高い評価を受けている源泉の 1つと

考えられる。
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